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かかりつけ医機能報告制度の概要

【かかりつけ医】
○ 健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、
必要な時には専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる
地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師

【かかりつけ医機能】
○ 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の
医療の提供を行う機能
（例）・診察における患者理解と地域連携 ・診療時間外の医療連携体制の構築

・地域医療と在宅支援の推進 ・わかりやすい医療情報の提供
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参考：日本医師会ホームページ ※平成25年日本医師会提言の文言を引用

参考：日本医師会ホームページ、厚生労働省ホームページ「上手な医療のかかり方.jp」

日常生活における健康の相談から傷病による受診や通院など

「かかりつけ医」はどの世代の方にとっても健康をサポートするたのもしい存在となります



● 複数の慢性疾患や医療･介護の複合ニーズ等をかかえる高齢者の更なる増加と生産年齢人

口の急減が見込まれる中、地域で必要となる時間外診療体制や在宅医療、入退院支援など

のかかりつけ医機能の確保が不可欠であると考えられている。
● 本制度により、今後在宅医療等を担う意向の有無などを含めて、医療医機関におけるかかり
つけ医機能の取組状況が分かるようになる。
● その情報をもとに、地域のかかりつけ医機能の確保状況を可視化することができ、その上で、
不足するかかりつけ医機能の協議に活用し、地域で必要な対策を検討する。

▶ かかりつけ医機能の確保・強化、地域医療の質の向上を図る ２

かかりつけ医機能報告制度の概要

【背景（人口動態・医療需要・マンパワーの変化の概要）】
〈人口動態〉

○ 2025年以降、85歳以上人口を中心に高齢者が増加し、現役世代が減少

○ 地域ごとに65歳以上の人口が増減し、生産年齢人口が減少

〈医療需要〉
○ 全国の入院患者数は2040年頃にピークを迎えるとともに、死亡数は2040年まで増加傾向
にあり、年間約170万人が死亡すると見込まれている。
○ 外来患者数は2025年頃にピークを迎えることが見込まれ、65歳以上の割合が増加
○ 在宅患者数は2040年以降にピークを迎え、要介護認定率は85歳以上で高くなることから、
医療・介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

〈マンパワー〉
○ 2040年には医療・福祉職種の人材は現在より多く必要
○ 病院や診療所に従事する医師の平均年齢が上昇しており、60歳以上の医師の割合も増加
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かかりつけ医機能報告の流れ
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具体的な報告内容（１号機能、２号機能）について
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地域における協議の場での協議

【報告・協議の流れ（一部再掲） 】

○ 必要なかかりつけ医機能の有無・内容について報告【医療機関→県】

○ 報告内容の確認(かかりつけ医機能の確保に係る体制確認等)【県→医療機関】

○ 地域の関係者との協議の場※に報告 ※地域医療構想調整会議等の関係会議体の活用を想定

○ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、協議結果を
取りまとめて公表※【県→協議の場】 ※国のガイドラインを踏まえて検討（令和６年度中策定予定）

▶ 在宅医療や介護連携等の協議に当たっては、その実情をこまやかに把握する
市町の積極的な関与・役割が重要であり、県と市町が協働しつつ、かかりつけ
医機能を確保するための方策を検討する。

報告項目（２号機能） 会議体（想定例）

(1)通常の診療時間外の診療 救急医療対策協議会

(2)入退院時の支援 地域医療構想調整会議

(3)在宅医療の提供
在宅医療・介護連携会議 等

(4)介護サービス等との連携
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時 期 内 容

令和６年度
（～令和７年３月末）

・ガイドライン作成、自治体向け説明会・研修等開催【国】
・既存会議体の整理・活用検討（協議の場）【県・市町】

令和７年度
（令和８年1～３月）

・医療機関による定期報告【各医療機関】
※医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて実施予定

令和８年度
（令和８年４月以降）

・報告内容の集計・分析、地域の協議の場への報告【県】
・かかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策の検討、
協議結果の公表【協議の場】

スケジュール
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【報告・協議に向けた実施スケジュール(予定) 】


